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理 事 会 議 事 録 
 

１ 開 催 日 時 平成 28年 3月 25日（金）午前 10時 28分～ 

２ 開 催 場 所 大阪市立社会福祉センター3階 第 3・4会議室 

３ 議事の内容 

司 会 定刻前ではございますが、本日出席予定の理事の皆様がお揃いでございますの

で、ただ今から理事会を開催いたします。 

本日の出席状況でございますが、理事定数 25 名、現在員数 25 名、本日の出席者

18名、書面による出席 7名、出席者合計 25名でございます。従いまして、理事総数

の 3分の 2以上に達しておりますので、定款第 12条第 5項の規定により、本会議は

有効に成立していることをご報告いたします。なお、中村監事、後藤監事にもご出

席いただいておりますことを、あわせてご報告いたします。 

次に、今回、お配りしております、資料の確認をさせていただきます。 

（ 資 料 確 認 ） 

それでは、乾会長からごあいさつを申しあげます。 

 

乾 会 長 

 

（あいさつ） 

 

司 会 ただ今から議事に入りますが、理事会の議長は定款第 12条第 4項の規定により、

その都度選任することになっております。 

こちらから、ご指名させていただいて、よろしいでしょうか。 

（ 異 議 な し ） 

異議なしということでございますので、議長を乾会長にお願いいたします。 

 

乾 議 長 まず、理事会の議事録の署名人を決めさせていただきます。 

議事録の署名人は、定款により 2名選任することになっておりますが、こちらか

ら指名させていただいて、よろしいでしょうか。 

（ 異 議 な し ） 

異議なしということですので、議事録の署名人は、旭区社会福祉協議会長の吉田

理事と大阪市ひとり親家庭福祉連合会長の小林理事にお願いします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜第１号議案＞  平成２７年度補正予算 (案）について 

乾 議 長 それでは、議案書に基づきまして、議事を進めてまいります。 

第 1号議案 平成 27年度補正予算（案）について、説明してください。 

西山次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局次長兼福祉総括室長の西山でございます。 

第１号議案 平成 27年度 3次補正予算（案）についてご説明申しあげます。 

今回の補正は、法人運営事業のほか 4つの事業会計につきまして、ご審議をお願

いするものでございます。 

それでは、資料 1 の 1 頁、「平成 27 年度 3 次補正収支予算書（総括表）」をご覧

ください。 

総括表の各科目の合計額（括弧付の数字が付けられています科目）を資料 1［別

紙］「平成 27年度 3次補正予算（案）の概要について」の表に転記しております。 

内容につきまして、資料 1［別紙］の表でご説明いたします。 
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西山次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回補正額につきまして、収入は表の上段項目部分、右から二つ目の今回補正額

欄の 3 段下、その他の活動収入(7)が 1,381 万 2 千円の増額、支出は表の中段項目

部分の最上段、事業活動支出(2)が 2,389 万 5 千円の増額、その 2 段下のその他の

活動支出(8)が 1,381万 2千円の増額でございます。 

この結果、補正後の収入額は、表の上段項目部分、右端の補正後予算額の最上段、

事業活動収入(1)が 50億 6,173万 3千円その 2段下のその他の活動収入(7)が 10億

3,628万 6千円合計いたしますと、60億 9,801万 9千円とあいなります。 

補正後の支出額は、表の中段項目部分の最上段、事業活動支出(2)が 53 億 3,451

万円、その下、施設整備等支出(5)が 611万 8千円、その下、その他の活動支出(8)

が 8億 486万 4千円、その下、予備費支出(10)が 1,000万円、合計いたしますと、          

61億 5,549万 2千円でございます。 

これによりまして、表の下段部分、当期資金収支差額(11)は、マイナス 5,747万

3千円となり、前期末支払資金残高(12) 5億 3,079万円と合わせますと、最下段右

の当期末支払資金残高は 4億 7,331万 7千円とあいなる次第でございます。 

補正後の当期資金収支差額の主な内訳は、法人運営事業でマイナス 4,205万 8千

円でございますが、1 次補正にてご審議いただきました経営安定化積立基金等への

積立てが要因でございます。 

善意銀行事業は、今回の補正によりマイナス 1,055万 5千円でございます。 

次に、サービス区分ごとに説明させていただきます。補正予算書案では、2 頁か

ら 7頁に掲載しておりますが、同じく資料 1［別紙］でご説明いたします。 

1『法人運営事業』をご覧ください。 

大阪市地域福祉活動支援事業交付金について、『法人運営事業』『地域福祉活動推

進支援事業』『ボランティア・市民活動センター事業』の 3 つに区分し、会計処理

をしておりましたが、大阪市から１つのサービス区分で経理するよう会計指導がご

ざいました。区分方法に関し見解の相違がございましたので、指導に基づき『地域

福祉活動推進支援事業』に集約するための補正をお願いするものでございます。 

同時に収益事業に係る法人税納付に伴う補正、区社協活動支援事業の人件費不足

を補填するための補正をお願いするものでございます。 

(1)の主な収入に記載のとおり、事業活動収入の「経常経費補助金収入」として 1

億 1,781万 7千円の減、その他の活動収入の「サービス区分間繰入金収入」として

861万 2千円の増、(2)の主な支出といたしまして、事業活動支出の「人件費支出」

として 1 億 544 万 5 千円の減、「事務費支出」として 1,193 万 5 千円の増、その他

の活動支出の「サービス区分間繰入金支出」として 520万円の増となっております 

次に、2『地域福祉活動推進支援事業』をご覧ください。 

ただ今、法人運営事業でご説明しました事業交付金を集約するための補正をお願

いするものでございます。 

(1)の主な収入に記載のとおり、事業活動収入の「経常経費補助金収入」として 1

億 2,191 万 1 千円の増、(2)の主な支出といたしまして、事業活動支出の「人件費

支出」として 1 億 544 万 5 千円の増、「事業費・事務費支出」として 785 万 4 千円

の増、その他の活動支出の「サービス区分間繰入金支出」として 861万 2千円の増

となっております。 

次に、3『ボランティア・市民活動センター事業』につきましても、同様に事業

交付金を集約するための補正でございます。 

(1)の主な収入に記載のとおり、事業活動収入の「経常経費補助金収入」として
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西山次長 

 

 

409万 4千円の減、(2)の主な支出といたしまして、事業活動支出の「事業費支出」

として 409万 4千円の減となっております。 

4『区社協活動支援事業』をご覧ください。 

法人運営事業でご説明しました人件費不足を補填するための補正でございます。 

(1)の主な収入に記載のとおり、その他の活動収入「サービス区分間繰入金収入」

として 520 万円の増、(2)の主な支出といたしまして、事業活動支出の「人件費支

出」として 520万円の増となっております。 

5『善意銀行事業』では、地域福祉活動に係る車輌購入助成及び社会福祉施設に

おける備品購入費の助成のため補正をお願いするものでございます。 

(1)の主な支出に記載のとおり、事業活動支出の「助成金支出」として 300 万円

の増となっております。 

以上、平成 27年度 3次補正予算案についてご説明申しあげました。 

ご審議の程、よろしくお願い申しあげます。 

 

乾 議 長 ただ今の平成 27 年度補正予算（案）について、説明がありましたが、ご意見ご

質問はありませんか。 

ご意見・ご質問がないようでございますので、ご承認いただけますか。 

（ 異 議 な し ） 

異議なしということですので、第 1号議案は、原案どおり決定されました。 

 

＜第２号議案＞  平成２８年度事業計画及び予算 (案）について 

乾 議 長 続きまして、第 2 号議案 平成 28 年度事業計画及び予算（案）について、説明

してください。 

 

西山次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 号議案 平成 28 年度事業計画及び予算（案）につきまして、ご説明申しあ

げます。 

資料 2平成 28年度事業計画及び予算（案）の 1頁をお開きください。「Ⅰの基本

方針」でございます。 

近年の著しい少子高齢化に伴い、本格的な人口減少社会へと進む中、さまざまな

社会保障制度の見直しなどが講じられております。中でも団塊の世代が 75 歳以上

となる平成 37 年（2025 年）に向けて、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築をはじめとする体制整備

や多様な生活課題に対する施策の推進、さらには社会保障全体の基盤強化に向けた

取組みが進んでいます。 

また、15年ぶりとなる社会福祉法改正案が、国会において審議が進められており、

社会福祉法人である社会福祉協議会も大きな転換期を迎えることとなります。公益

性のあり方や経営組織のガバナンスの強化が制度化され、事業の透明性確保に向け

たより一層の情報公開や、他の事業主体では対応が困難な福祉ニーズへの支援な

ど、早急な対応が求められております。 

大阪市におきましては、住民の生活基盤である地域コミュニティを取り巻く状況

が変化している中、地域住民と多様な団体が協働して独自性や地域色を活かした活

動が実践されております。しかし、一方では新たな地域活動の担い手不足や、社会

的孤立や生活困窮者、認知症高齢者への支援、高齢者・障がい者・児童虐待問題な

ど、従来の社会保障制度や福祉施策だけでは解決に至らない多様な生活課題も山積
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西山次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しております。 

本会は、これらの制度の動向や状況を的確に捉え、市民に信頼されるための責務

を果たすべく、基本的な方向性を具現化するための行動指針として平成 26 年度に

策定した「中期経営計画」を着実に推進してまいります。 

地域で暮らす人びとの厚い信頼に応えるため「一人ひとりの人権が尊重され、誰

もが自分らしく安心して暮らすことができるやさしさとぬくもりのある福祉によ

るまちづくり」の実現をめざして、区社協をはじめ、市民、行政、社会福祉関係機

関・施設、民生委員・児童委員及び主任児童委員、NPO などと幅広く協働し、地域

福祉を一層推進してまいります。 

続きまして、2頁の「Ⅱの平成 28年度主な取組み」でございます。 

さきほどご説明いたしました基本方針に基づき、本会が重点的に取り組むべき事

業内容について、記載をしております。 

1つ目は「組織基盤の強化」でございます。 

本会の行動指針として、平成 26 年度に策定した「中期経営計画」に基づき推進

しておりますが、平成 28 年度は 5 か年の中間期でもあり、これまでの検証と今後

の課題の整理を行った上で、5 つの重点項目及び中立・公正な立場にたった事業を

展開するため、財源確保の強化・組織運営・人材育成など組織経営の基盤を強化し

てまいります。 

まず、（1）財政基盤の強化でございますが、公募事業への積極的な応募や、本会

の収入の大部分を占める交付金や委託料について、各事業の収支分析（事業評価）

を行い、コスト意識を更に高め、限られた財源の中で効果的に事業を実施し、より

健全な経営を行ってまいります。また、今後の社会情勢や多様な福祉ニーズに迅速

に対応できるよう、実効性ある強化策を検討してまいります。 

続きまして（2）組織の透明性と信頼性の確保でございます。市民に信頼され、

地域に開かれた組織として、本会が実施する各事業内容や経費及び使途、財務諸表

などを市民に分かりやすくホームページで公表し、見える化を促進してまいりま

す。また、職員のコンプライアンス意識の徹底や、事業の透明性・効率性及び業務

の標準化につながる内部統制の強化を図るなど、さらなる透明性と信頼性の確保に

努めてまいります。 

次に（3）職員の人材育成でございます。本会の使命を実現するための最も大切

な財産は「人」であると捉え、各職場での教育・指導の徹底により一人ひとりを育

成することに重点を置き、併せて計画的な研修・専門教育の場を提供し、組織全体

の人材育成を推進してまいります。また、社協事業を継続的に展開するため、専門

性ある必要な職員の採用について、計画的に実施してまいります。 

続きまして「2 生活課題の解決に向けた地域福祉推進の支援」でございます。 

地域の中で実践活動を行っている区社協への支援につきましては、今年度も同様

に強化していくこととしておりまして、(1)にございます区社協活動への支援につ

いては、区ごとの課題・特性に応じた地域福祉の取組みが展開されている状況を踏

まえまして、区社協活動の評価・業務改善の仕組みづくりや、実践の可視化・情報

発信等について、重点的に取り組むこととしております。 

また、各区における「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」や

「生活困窮者自立相談支援事業（相談支援）」などの展開を踏まえまして、(2)総合

相談支援機能の充実と地域づくりへの展開に向けた取組み、(3)にございますよう

に、介護保険制度改正による「新たな総合事業」の導入を見据え、身近な地域にお
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ける見守りや支えあいといった住民をはじめとする多様な主体による活動のさら

なる推進を図るための取り組みを行ってまいります。 

続きまして「3 地域における公益活動の取組みへの支援」でございます。 

市内約 930の福祉施設が加盟する 6団体で構成される大阪市社会事業施設協議会

と連携を図り、経営者セミナーや研修会などを開催し、社会福祉法人・施設が地域

の中における公益活動の重要性を十分に理解し、円滑に取組みを進めていくことが

できるよう支援するとともに、加盟する施設などが地域での貢献活動に対する具体

的な活動イメージが持てるよう、特徴的かつ先駆的な取組みを本会広報誌などで積

極的に発信してまいります。 

また、各区における区の社会福祉施設連絡会活動の活性化に向けた取組みや、大

阪市社会福祉施設人権活動推進連絡協議会と連携し、社会福祉施設職員の人権意識

の向上に取り組んでまいります。 

続きまして、「4ボランティア活動振興基金を活用した地域福祉活動の支援強化や

担い手育成への支援」でございます。 

増大する地域課題に対応するため、ボランティア活動振興基金の原資部分も取り

崩して活用して、従来のボランティア活動への助成の拡充を図り、継続的な支援を

進めるとともに、地域活動の魅力を感じて参加意欲を引き出す仕組みづくりと活動

を積極的に牽引するリーダーの育成を支援してまいります。 

次に 4頁をご覧ください。「5広報啓発活動の推進」でございます。 

ホームページにより、本会の取組み状況を常に新しい内容で提供するとともに、

区社協の取組みについてもブログを活用して提供するなど、市民に対して、「わか

りやすさ、使いやすさ、情報量の多さ」を意識した内容で発信してまいります。 

また、広報誌の配布先及び発行部数を拡充し、パンフレットなども活用しながら、

デジタル媒体のみならず、様々な機会を捉えて広く広報を展開してまいります。 

主な取組みの最後、「6災害時のボランティア活動支援体制の強化」でございます。 

南海トラフ巨大地震など、今後発生が想定される災害に備えて、行政、社会福祉

協議会及び関係機関が連携し、災害発生時に各々の取るべき行動や役割分担を明確

化して、訓練の実施や総合的な支援体制を構築するなど、災害時の対応が円滑なも

のとなるよう、積極的に取り組んでまいります。 

5 頁からは、「Ⅲ 平成 28 年度事業」でございまして、個別事業の取組みについ

て掲載させていただいておりますが、具体的な事業内容の説明につきましては、省

略させていただきます。 

続きまして、「平成 28 年度予算（案）」についてご説明申しあげます。11 頁「収

支予算書(総括表)」をご覧ください。 

総括表の各科目の合計額（括弧付の数字が付けられています科目）を資料 2 [別

紙 1]「平成 28年度当初予算（案）の概要について」の上の表に転記しております。

内容につきまして、資料 2 [別紙 1]の表でご説明いたします。 

支出額ですが、表の中段項目部分本年度予算額の最上段、事業活動支出(2)が 52

億 6,603 万 1 千円、その下、施設整備等支出(5)が 200 万円その下、その他の活動

支出(8)が 2 億 3,466 万 5 千円、その下、予備費支出(10)が 1,000 万円で、合計し

ますと 55億 1,269万 6千円で、前年度の支出合計 54億 851万 7千円に比べ、1億 417

万 9千円の増となっております。 

次に収入額ですが、表の上段項目部分の最上段、事業活動収入(1)が 49億 845万

9千円、その 2段下、その他の活動収入(7)が 5億 8,892万 8千円で、合計しますと
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54 億 9,738 万 7 千円で、前年度の収入合計 53 億 9,610 万 2 千円に比べ、1 億 128

万 5千円の増となっております。 

この結果、表の下段項目部分の当期資金収支差額(11)は、マイナス 1,530万 9千

円となり、（その下の）前期末支払資金残高(12) 4 億 7,331 万 7 千円と合わせます

と、最下段のとおり当期末支払資金残高は、4 億 5,800 万 8 千円とあいなる次第で

ございます。 

それでは、資料 2 の 11 頁「収支予算書(総括表)」の主な内容につきまして、A3

版の資料 2[別紙 2]「平成 28年度収支予算書（案）総括表説明資料」でご説明いた

します。 

事業活動資金収支差額(3)は左側上、二重枠囲いに記載されておりますように、

マイナス 3億 5,757万 2千円となっております。 

内訳をご説明いたします。 

支出からご説明いたします。事業活動支出(2)は、左下に記載されておりますよ

うに 52億 6,603万 1千円となっております。 

人件費支出につきましては、46億 7,862万 7千円でございます。その主な内容で

ございますが、大阪市地域福祉活動支援事業の人件費が 1億 734万 3千円、あんし

んさぽーと事業の人件費が 5億 398万 8千円、要介護認定訪問調査事業の人件費が

9億 3,784万 7千円で、調査実施件数の増加に対応するため、前年度予算に比べ 2,457

万 3千円の増となっております。 

市社協から区社協へ出向している職員の人件費を会計処理しております職員費

調整事業の人件費は 24 億 3,683 万円でございますが、多様な雇用形態の導入によ

る人件費の削減等により、前年度予算に比べ 1億 1,759万 9千円の減となっており

ます。 

次に、事業費・事務費支出は、3 億 9,158 万 5 千円でございます。その主な内容

でございますが、大阪市地域福祉活動支援事業の物件費が 1,438万 4千円、あんし

んさぽーと事業の物件費が 2,261 万 5 千円、要介護認定訪問調査事業の物件費が 1

億 1,505万 6千円、社会福祉研修・情報センター事業の物件費が 6,729万 4千円と

なっております。 

助成金支出は、1 億 4,124 万 1 千円でございますが、善意銀行の助成金が 1,345

万円で、社会福祉施設における備品購入費の助成及び地域福祉活動に係る車輌購入

助成により、前年度予算に比べ 345万円の増となっております。ボランティア活動

振興基金の助成金が 1億 2,666万 5千円で、地域福祉活動の支援強化や担い手育成

のための新規助成事業により、前年度予算に比べ 1億 1,395万円の増となっており

ます。 

続いて収入についてご説明いたします。 

事業活動収入(1)でございますが、49億 845万 9千円となっております。 

経常経費補助金収入は、6 億 5,987 万 7 千円でございます。その主な内容でござ

いますが、大阪市地域福祉活動支援事業交付金が 1億 2,736万 6千円、あんしんさ

ぽーと事業補助金が 5億 1,760万 3千円で、サービス利用者の増加に伴い、前年度

予算に比べ 781万 2千円の増となっております。 

次に受託金収入は、15億 1,076万 9千円でございます。その主な内容でございま

すが、要介護認定調査業務、障がい支援区分認定調査業務の委託料が 10 億 9,302

万 2 千円で、調査実施件数の増加が見込まれるため、前年度予算に比べ 2,935 万 2

千円の増となっております。ボランティア・市民活動センターにおいて、新たに受
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託いたします大阪市市民活動総合支援事業委託金が 4,824万 4千円でございます。 

社会福祉研修・情報センター管理運営業務代行料が 1億 925万 8千円で、全国社

会福祉協議会から新たに受託いたします介護福祉士実務者研修事業の委託金が 504

万円でございます。 

負担金収入は、24億 8,373万円でございます。その主な内容でございますが、市

社協から区社協へ出向している職員の人件費及び給与計算業務等の負担金が 24 億

4,224万 8千円でございます。次に右側中ほどの二重枠囲いに記載されております、

施設整備等 資金収支差額(6)マイナス 200万円についてご説明いたします。相談支

援サポートセンター事業において器具備品購入のため、固定資産取得支出が 200万

円となっております。 

次にその下の二重枠囲いに記載されております、その他の活動 資金収支差額

(9)3億 5,426万 3千円について、下の方の支出からご説明いたします。その他の活

動支出(8)は、2億 3,466万 5千円でございます。その内容でございますが、積立資

産支出は、退職給付引当資産への積み立てにより、1 億 8,969 万 3 千円でございま

す。サービス区分間繰入金支出は、4,497万 2千円でございます。 

次に収入についてご説明いたします。右側中ほどの、その他の活動収入(7)は、5

億 8,892万 8千円でございます。その内容でございますが、基金積立資産取崩収入

は、ボランティア活動振興基金における新規助成事業の実施に伴う取り崩しにより

1 億 2,288 万円でございます。積立資産取崩収入は、退職給付に伴う取り崩しによ

り 4 億 2,107 万 6 千円でございます。サービス区分間繰入金収入は、4,497 万 2 千

円でございます。 

当期資金収支差額(11)は最下段、二重枠囲いに記載されておりますようにマイナ

ス 1,530 万 9 千円となります。内訳といたしまして、第三者評価事業で 49 万円、

生活福祉資金貸付事務事業でマイナス 528万 4千円、善意銀行事業でマイナス 1,051

万 5千円でございます。 

以上を持ちまして、平成 28 年度の大阪市社会福祉協議会の事業計画及び予算案

につきまして、ご説明させていただきました。 

なお、「収支予算書（案）」を財源別にまとめ、資料 2[別紙 3]「平成 28年度財源

別資金収支予算参考資料」として添付しておりますので、後程ご覧いただきたいと

思います。 

限られた財源の中で効果的に事業を実施し、より健全な経営を行うため、中期経

営計画に基づき、経費の節減や自主財源の確保に努めてまいりますので、なにとぞ

よろしくご審議のほどお願い申しあげます。 

 

乾 議 長 ただ今、平成 28 年度事業計画及び予算（案）について、説明がありましたが、

ご意見・ご質問はありませんか。 

 

右田理事 右田でございます。資料 2 の 26 ページ、研修・情報センターの指定管理代行料

が前年度予算に比べ減になっていますが、これは大阪市の他の指定管理で契約して

いるところも全体で減になっているということですか。さきほどの事業計画のなか

で職員の研修に力点を置くと強調されているにも関わらず、予算が減額されている

ことはどのように理解すればいいですか。 

 

西山次長 研修・情報センター事業の受託金、指定管理代行料につきましては、福祉局の予
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西山次長 算の関係で全体的に下がっているとは考えておりません。職員の研修につきまして

は人材育成ということで、重点的に進めていきたいと考えております。平成 28 年

度につきましても年度計画を策定いたしまして、全職員を対象に、あるいは管理職

を対象に、あるいは係員を対象に、そのランク別にも研修を進めていきたいと考え

ております。 

 

右田理事 後半の説明はよく分かりますが、研修・情報センターがちゃんと仕事していない

から予算を減額するということであれば、そのことを踏まえて検討していかなけれ

ばならないと思うのですが、説明していただく際にはなぜ減額されたのか、大阪市

として指定管理全体についてはこういう方針だというような説明をしていただか

ないと、私どもこれだけでは分かりません。 

 

西山次長 申し訳ありません。その点が説明の中で不足しておりました。 

 

乾 議 長 はい、よろしいでしょうか。他に質問はございませんでしょうか。 

ないようですので、ご承認いただいてよろしいでしょうか。 

（ 異 議 な し ） 

異議なしということですので、第 2号議案は、原案どおり決定されました。 

 

＜第３号議案＞  給与規則及び常勤嘱託就業規則の一部改正（案）について 

乾 議 長 続きまして、第 3号議案 給与規則及び常勤嘱託就業規則の一部改正（案）につ

いて、説明してください。 

 

西山次長 第 3号議案 給与規則及び常勤嘱託就業規則の一部改正（案）について、ご説明

申しあげます。 

資料 3-1、給与規則の一部改正（案）について、でございます。 

国民の祝日に関する法律の改正、山の日の制定、8月 11日でございますが、山の

日の制定に伴い、超過勤務手当単価等の算出に必要な勤務１時間当たりの給与額の

算出基礎分母を 159から 158に改正するものでございます。 

2 枚目、資料 3-2「常勤嘱託就業規則」につきましても同様に改正するものでご

ざいます。 

以上、給与規則及び常勤嘱託就業規則の一部改正（案）についてご説明させてい

ただきました。ご審議の程、よろしくお願い申しあげます。 

なお、大阪市から受託しております「高齢者総合相談支援サポート事業」が平成

27年度までとなっており、次年度以降の受託については、現在、結果待ちでござい

ます。受託が決まりましたら、就業規則等の一部改正につきまして、改めて理事会

においてお諮りしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

 

乾 議 長 ただ今、説明がありましたが、ご承認いただけますか。 

（ 異 議 な し ） 

異議なしということですので、第 3号議案は、原案どおり決定されました。 

 

＜第４号議案＞  評議員の選任（補充）について 

乾 議 長 続きまして、第 4号議案 評議員の選任（補充）について、説明してください。 
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中川理事 理事の中川でございます。 

第 4号議案 評議員の選任（補充）について、ご説明申しあげます。 

それでは、お手元にお配りしております資料 4をご覧いただきたいと存じます。 

まず、「区社会福祉協議会の代表者」でございますが、西淀川区社会福祉協議会

の岩見勝馬会長が退任され、1月 27日付けで新たに森田直彦会長が就任されました

ので、本会評議員としてご就任いただきたいと存じます。  

次に、「民生委員・児童委員等奉仕者の代表者」でございますが、阿倍野区民生

委員児童委員協議会の篠﨑敦子会長が退任され、大阪市民生委員児童委員協議会か

ら新たに推薦をいただきました浪速区民生委員児童委員協議会の岩上昭信会長に

ご就任いただきたいと存じます。 

任期につきましては、平成 28年 3月 26日から現任期の残任期間であります、平

成 29年 5月 15日まででございます。 

以上、第 4号議案評議員の選任（補充）について説明させていただきました。ご

審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

乾 議 長 ただ今、評議員の選任（補充）について、説明がありましたが、ご承認いただけ

ますか。 

（ 異 議 な し ） 

異議なしということですので、第 4号議案は、原案どおり決定されました。 

本日、予定の議案は以上ですが、続いて、その他について事務局から説明をお願

いします。 

 

輪違局長 事務局長の輪違でございます。 

お手元、資料 5「理事の欠員補充について」をご覧ください。 

本会の壺阪敏幸専務理事が、平成 28年 5月 31日付けをもって辞任することに伴

い、6 月 1 日以降、理事に欠員が生じることから、新たに役員候補者を公募したう

えで、定款第 10 条及び資料の 2 枚目につけております「役員及び評議員の選任に

関する規程」第 2条により、5月 27日（金）開催予定の評議員会におきまして、理

事の選任（補充）を行う予定でございます。 

なお、専務理事につきましては、定款第 8条により、会長が理事の中から指名す

ることとなります。任期につきましては、前任者の残任期間となる平成 29年 6月 2

日まででございます。 

報告は以上でございます。 

 

乾 議 長 ただ今の説明について、何かご質問はありませんか。 

以上をもちまして、本日ご審議いただく案件及び報告は、全て終了いたしました。

ご協力を頂きまして、誠にありがとうございました。 

それでは、ここで、議長役を終わらせていただきます。 

 

司 会 閉会にあたりまして、白國副会長からごあいさつを申しあげます。 

 

白國副会長 （あいさつ） 

 

司 会 これをもちまして、理事会を終了させていただきます。 
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司 会 今後の予定でございますが、5 月 27 日の金曜日、午前 10 時 30 分から、平成 27

年度事業報告及び決算報告の理事会を開催する予定でございます。   

改めまして、正式に開催の通知をさせていただきますので、ご出席方よろしくお

願い申しあげます。 

本日は、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。 

  

 

 

 

 


